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第１期
（６月30日納期）

第２期
（８月31日納期）
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10月
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支給分
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２月
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1/4

年税額の
1/4

年金分の
1/6

年金分の
1/6

年金分の
1/6
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法
人
市
民
税
の
申
告
納
付
と
届
け
出

　

一
般
に
市
民
税
と
い
う
と
個
人
市
民
税
を
連
想
す
る

人
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
会
社
な
ど
の
法
人
に
か
か

る
法
人
市
民
税
も
市
民
税
の
一
つ
で
す
。
こ
の
法
人
市

民
税
に
は
、
資
本
金
や
従
業
者
数
な
ど
に
応
じ
て
負
担

す
る
均
等
割
と
国
の
法
人
税
額
に
基
づ
い
て
負
担
す
る

法
人
税
割
と
が
あ
り
、
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
が
あ

る
法
人
は
損
益
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
へ
の
申
告
納
付
・

届
け
出
が
必
要
で
す
。

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
申
告
制
度

   

「
税
の
申
告
制
度
」
と
い
え
ば
、
市
県
民
税
や
所
得

税
な
ど
の
申
告
が
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
に
も
申
告
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
制
度
は
、事
業
者
（
個
人
を
含
む
）
が
事
業
（
非

営
利
目
的
も
含
む
）に
使
う
た
め
に
所
有
す
る
資
産（
減

価
償
却
資
産
）
に
つ
い
て
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況

を
申
告
す
る
制
度
で
、
所
有
者
に
申
告
の
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

申
告
の
主
な
対
象
　

土
地
・
家
屋
以
外
で
所
得
税
法
や

法
人
税
法
で
減
価
償
却
資
産
と
し
て
計
上
し
て
い
る

も
の
（
固
定
資
産
台
帳
・
減
価
償
却
明
細
書
）
か
ら

自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
も
の

や
無
形
減
価
償
却
資
産
、
生
物
な
ど
を
除
い
た
も
の

申
告
期
限
　

償
却
資
産
を
所
有
し
た
年
の
翌
年
１
月
31

日
ま
で

※

申
告
の
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
告
し
な
い

で
い
る
と
法
令
に
よ
り
遡
及
課
税
や
延
滞
金
な
ど
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い

※

市
で
は
償
却
資
産
申
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
地
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

外構工事（門扉、塀、緑化施設、側溝
など)、ネット、フェンス、受変電設
備、広告塔、看板、壁面文字、浄化
槽・管理設備、駐車場舗装・設備、外
灯、ルームエアコン、屋外の給排水設
備、駐車装置、駐車料金自動計算装置、
舗装路面　など

外構工事（門扉、塀、緑化施設、側溝
など)、ネット、フェンス、受変電設
備、自家発電設備、広告塔、金属製品
製造設備、食品製造設備、旋盤、ボー
ル盤、梱包機、工場等の幹線動力設備、
機械の給排水設備　など

ブルドーザ、パワーショベル、大型特
殊自動車、発電機、ランマ、タンパ、
ロードローラ、パソコン、コピー機、
ルームエアコン、看板、舗装路面、応
接セット　など

日除け、看板、広告塔、受変電設備、
壁面文字、駐車場舗装・設備、ルーム
エアコン、陳列棚、陳列ケース、カウ
ンター、テーブル、椅子、厨房設備、
冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、レジスタ
ー　など

受変電設備、広告塔、看板、壁面文字、
サインポール、浄化槽及び管理設備、
駐車場舗装、理美容椅子、ルームエア
コン、消毒殺菌設備、医療機器（レン
トゲン装置、手術機器、歯科診療ユニ
ットファイバースコープ等)、ガス
（麻酔）設備、洗濯機、脱水機、乾燥
機、プレス機、ボイラー、ビニール梱
包機　など

受変電設備、広告塔、看板、壁面文字、
サインポール、浄化槽及び管理設備、
地下タンク・設備、防火壁、舗装路面、
独立キャノピー、洗車機、ガソリン計
量器、防犯装置、コンプレッサー、旋
盤、プレス、測定工具、検査工具　な
ど

ビニールハウス、果樹棚、ボイラー、
搾乳機、自動給餌機、パワーショベル、
発電機、乾燥機、もみすり機、米選機、
林業用機械、林内作業車、チェーンソ
ー、パソコン、保冷庫　など

不動産貸付、
賃貸マンショ
ン、アパート・
共同住宅、寄
宿舎、駐車場
業（貸付を含
む）

製造業、印刷
業、倉庫業、
卸売業

建設業、工事
請負業、建設
機械等リース
業

店舗・小売販
売業、料理飲
食業

理・美容業、
医（歯科）業、
クリーニング
業

ガソリンスタ
ンド、自動車
修理業

農業、林業、
酪農業

業　 種例　　示 主な償却資産の内容

※

各
様
式
は
課
税
課
窓
口
に
用
意
し
て
い
る
ほ
か
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

ＪＲ津山駅扇形機関車庫・転車台 宝暦８年(1758)創業の苅田酒造

曲水の宴・俳句会

箕作阮甫旧宅

認
定

T

事
業
者
の
皆
さ
ん
、
税
の
申
告
に
も
種
類
が
あ
り
ま
す
問
い
合
わ
せ
先
　

課
税
課
（
市
役
所
２
階
３
番
窓
口
）
3 
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　市では、城下町の歴史的風致※を維持・向上させるため「津山市歴史的風致維持向上計画」を策
定し、7月22日、国の認定を受けました。全国で11番目、中国地方では山口県萩市に次いで2番目、
県内では初の認定となります。
　平成25年には美作国の誕生から1300年という節目の年を迎えます。今後とも、津山市の歴史的風
致の維持・向上に努め、美作国の中心都市にふさわしいまちづくりを進めていきます。
※歴史的風致とは「地域固有の歴史・伝統を反映した人々の活動と、歴史上価値の高い建造物・その周辺の市街地とが一体となって形成してきた良
　好な市街地の環境」のことです

津山市歴史的風致維持向上計画 問い合わせ先　都市
　計画課332-2096

公的年金から市県民税の特別
徴収（天引き）が開始されます

10月支給分
【申告納付制度】
　商業登記をした法人のほか、地方税法で非課税とされるもの以外
の団体などについても、事務所や事業所がある市への申告納付が義
務付けられています。確定申告において、事業年度終了日（決算期
末日）の翌日から２カ月以内（原則）に、税額を計算して申告納付
を行ってください。中間申告・予定申告・修正申告などについても、
それぞれの期限内に納付がない場合、延滞金がかかることがありま
すのでご注意ください。
【法人の設立・設置の届け】
　市内に本店などを置く法人を設立した場合や市外に本店などがあ
る法人が市内に新たに事務所や事業所を置く場合、設立・設置から
20日以内に市へ「法人設立（設置）届」を提出する必要があります。
【法人に変更などがあった場合の届け】
　届け出ている法人の代表者、商号（法人名）、所在地、決算期な
どに変更があった場合、速やかに市へ「法人等の異動届」を提出し
てください。

このような資産があれば申告してください！

　９月14日㈪から、津山市では地方税ポータルシステム
（eLタックス）を利用して地方税の電子申告をすること
が可能になります。申告などの手続きが自宅やオフィス
などからインターネットを通じてできるようになり、郵
送や窓口へ出向く手間が省けます。
 利用できる税目
　法人市民税
　固定資産税（償却資産）
　個人市民税（給与支払報告書など）
 利用方法
　初めて利用する人は、eLタックスのホームページで利
用届の提出が必要です。既にほかの地方公共団体に電子
申告を行っている人は利用届を提出する必要がありませ
んが、利用自治体に津山市を追加する手続きが必要です。
　詳しくは、eLタックスホームページ http://www.eltax.jp/
をご覧ください。
問い合わせ先
　法人市民税・固定資産税＝課税課(諸税係)332-2017
個人市民税＝課税課(市民税係)332-2015

　６月中旬に送付した納税通知書に、納付方法が
年金からの特別徴収となっている人については、
10月支給分の公的年金から特別徴収が開始されま
す。
【所得が公的年金のみの人の徴収方法】

　なお、10月支給分以降に特別徴収される具体的
な金額などにつきましては、納税通知書の「平成
21年度市民税・県民税期割明細書」のページをご
確認ください。
問い合わせ先　課税課332-2015

で地方税の電子申告が可能になります
地方税ポータルシステム

和紙の原料・みつまたの川さらし

そ
き
ゅ
う

津山だんじりに見る
歴史的風致

津山だんじり

寺院群に見る歴史的風致

聖徳寺 護摩供

愛染寺

享保８年(1723)頃の城下町の町割り図

河川に見る歴史的風致 鉄道に見る歴史的風致 伝統産業に見る歴史的風致

伝統文化に見る歴史的風致

出雲街道を舞台にした
歴史的風致


